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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信手段を有する端末機本体及びこの端末機本体に設けてなる画像表示装置を備える携
帯型情報端末機であって、
　前記端末機本体は、その外部から凹所を設けてなり、
　前記画像表示装置は、前記端末機本体に共に内蔵される画像光出射手段及び走査手段と
、前記端末機本体の外部から当該端末機本体のうち前記凹所の近傍部位に当該凹所に収納
可能に連結される光学部材とを備えており、
　前記画像光出射手段は、光源を有して、この光源から画像に対応する画像光を出射する
ようになっており、
　前記走査手段は、前記画像光出射手段から前記画像光を入射されて２次元状の走査光と
して前記端末機本体の前壁の一部を通し外部に出射するようになっており、
　前記光学部材は、前記端末機本体の前記前壁の一部を通し前記走査手段に対向可能な反
射面を有し、前記走査手段から前記端末機本体の前記前壁の一部を通し外部に出射される
前記走査光を前記反射面にて入射されるようになっており、
　前記光学部材の前記反射面に入射して当該反射面により光路変更される前記走査光が人
の眼に入射したとき当該眼の網膜上にて前記画像を２次元状に表示するようにした携帯型
情報端末機。
【請求項２】
　前記光学部材の前記反射面は、前記走査光を人の眼に向けて集光するように形成されて
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いることを特徴とする請求項１に記載の携帯型情報端末機。
【請求項３】
　前記端末機本体は、スピーカを有する第１本体部と、マイクロホンを有する第２本体部
であって前記第１本体部に対し折りたたみ軸を介し折りたたみ可能に連結されて当該第１
本体部から延出する第２本体部とを具備しており、
　前記画像光出射手段は前記第１本体部に内蔵されており、
　前記走査手段は、前記第１本体部に内蔵されて、前記画像光出射手段からの前記画像光
を前記走査光として前記第１本体部の前壁の一部を通し外部に出射するようになっており
、
　前記光学部材は、前記第２本体部にその外部から連結されて、前記反射面にて前記走査
手段から前記走査光を入射されるようになっていることを特徴とする請求項１或いは２に
記載の携帯型情報端末機。
【請求項４】
　前記端末機本体は、スピーカを有する第１本体部と、マイクロホンを有して前記第１本
体部に対し折りたたみ軸を介し折りたたみ可能に連結される第２本体部とを具備しており
、
　前記画像光出射手段は前記第２本体部に内蔵されており、
　前記走査手段は、前記第２本体部に内蔵されて、前記画像光出射手段からの前記画像光
を前記走査光として前記第２本体部の前壁の一部を通し外部に出射するようになっており
、
　前記光学部材は、前記第２本体部にその外部から連結されて、前記走査手段から前記走
査光を前記反射面に入射されるようになっていることを特徴とする請求項１或いは２に記
載の携帯型情報端末機。
【請求項５】
　前記第２本体部は、その外部から前記光学部材を収容する凹所を設けてなり、
　前記光学部材は、前記第２本体部のうち前記凹所の近傍部位に当該凹所に収納可能に連
結されていることを特徴とする請求項３或いは４に記載の携帯型情報端末機。
【請求項６】
　前記端末機本体は、通信を行うためのアンテナを備えており、
　前記画像光出射手段及び前記走査手段は、前記端末機本体に、前記アンテナとは反対側
にて内蔵されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の携帯型情報端
末機。
【請求項７】
　前記凹所は、前記第２本体部のうち前記折りたたみ軸の端部側部位に設けられており、
　前記光学部材は、前記第２本体部のうち前記折りたたみ軸の前記端部側部位に対応する
前記凹所の近傍部位に当該凹所に収納可能に連結されており、
　前記画像光出射手段及び前記走査手段は、前記第１本体部のうち前記折りたたみ軸の前
記端部側部位と同一側部位内に内蔵されていることを特徴とする請求項５に記載の携帯型
情報端末機。
【請求項８】
　前記第１本体部は、表示パネルと、この表示パネルの画像表示を制御する制御手段とを
有しており、
　前記光学部材の前記画像に対する解像度は、前記表示パネルの解像度よりも高いことを
特徴とする請求項３～７のいずれか１つに記載の携帯型情報端末機。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記表示パネルによる表示と前記画像表示装置による前記画像の表示
とを相互に切り換える切り換え手段を備えることを特徴とする請求項８に記載の携帯型情
報端末機。
【請求項１０】
　前記光学部材は、前記反射面を前記凹所内に向けて収納されるように当該凹所の近傍部
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位に連結されていることを特徴とする請求項１、５或いは７に記載の携帯型情報端末機。
【請求項１１】
　前記光学部材は、前記反射面を覆う光透過部を備えていることを特徴とする請求項１～
１０のいずれか１つに記載の携帯型情報端末機。
【請求項１２】
　前記光学部材は、前記反射面を有するハーフミラーであり、
　当該ハーフミラーは、その反射面にて前記走査光を反射するようにして光路変更するこ
とを特徴とする請求項１～１１のいずれか１つに記載の携帯型情報端末機。
【請求項１３】
　前記画像光出射手段は、前記光源として、コヒーレント光発生源を備えて、前記通信手
段で受信する情報に基づき前記コヒーレント光発生源から前記２次元状画像に対応するコ
ヒーレント光を、前記画像光として出射するようにしたことを特徴とする請求項１～１２
のいずれか１つに記載の携帯型情報端末機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話機等の携帯型情報端末機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、この種の携帯型情報端末機においては、例えば、下記特許文献１に開示された電
話用送受話器がある。この電話用送受話器による通話の際には、使用者は、その眼の直前
に当該送受話器の小型走査式ディスプレイを保持する。このような保持のもと、使用者は
、上記通話を、小型走査式ディスプレイの表示を視認しながら行うこととなる。
【特許文献１】特許第２７２１７０９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記送受話器では、光源として、発光ダイオードアレイを採用し、この発光
ダイオードアレイから出射されてミラーに入射する一次元状の画像光を、当該ミラーの振
動でもって走査し、２次元状の画像を作り出して小型走査式ディスプレイにて表示するよ
うになっている。
【０００４】
　しかし、発光ダイオードアレイは、複数の発光ダイオードを直線状に配列して構成され
ているため、発光ダイオードの配列密度には自ずから限界がある。このことは、画素密度
に自ずから限界が生ずることを意味する。
【０００５】
　従って、画素数を増大しようとすると、発光ダイオードの数を増大させる必要があり、
その結果、発光ダイオードアレイの光源としての外形寸法が大きくなってしまうという不
具合を招く。
【０００６】
　そこで、本発明は、以上のようなことに対処するため、光源から出射される画像光を、
直接、２次元状に走査する構成を採用し、光源としての外形寸法をできる限り小さくしつ
つ、２次元状の画像を作り出して表示するようにした携帯型情報端末機を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題の解決にあたり、本発明に係る携帯型情報端末機は、請求項１の記載によれば
、
　通信手段（１０ｄ、１０ｅ）を有する端末機本体（Ａ）及びこの端末機本体に設けてな
る画像表示装置（Ｂ）を備える。
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【０００８】
　当該携帯型情報端末機において、
　端末機本体は、その外部から凹所（１４、１７、１８、１９）を設けてなり、
　画像表示装置は、端末機本体に共に内蔵される画像光出射手段（３０ｂ）及び走査手段
（３０ｆ、７０）と、端末機本体の外部から当該端末機本体のうち上記凹所の近傍部位（
１４ａ、１７ａ、１８ａ、１９ａ）に当該凹所に収納可能に連結される光学部材（４０）
とを備えており、
　画像光出射手段は、光源（５０）を有して、この光源から画像に対応する画像光を出射
するようになっており、
　走査手段は、画像光出射手段から上記画像光を入射されて２次元状の走査光として端末
機本体の前壁（１１、２１）の一部を通し外部に出射するようになっており、
　光学部材は、端末機本体の上記前壁の一部を通し走査手段に対向可能な反射面（４２）
を有し、走査手段から端末機本体の上記前壁の一部を通し外部に出射される上記走査光を
上記反射面にて入射されるようになっており、
　光学部材の上記反射面に入射して当該反射面により光路変更される上記走査光が人の眼
に入射したとき当該眼の網膜上にて前記画像を２次元状に表示する。
【０００９】
　これによれば、画像光出射手段からその光源でもって出射される画像光が、走査手段に
より、直接、２次元状の走査光として出射される。従って、光源としての外形形状をより
一層小さくしつつ、２次元状の画像を、光学部材を介して表示し得る。
　ここで、上述のように、画像光出射手段及び走査手段が、端末機本体に内蔵され、一方
、光学部材が端末機本体にその外部から連結されることから、光学部材は、その反射面に
て、端末機本体の前壁の一部を通し走査手段に対向するように、位置し得る。従って、走
査手段からの走査光を、端末機本体の前壁の一部と光学部材の反射面との間の空間を利用
して光学部材の反射面に入射させることができる。
　また、上述のように、光学部材は、端末機本体の外部から当該端末機本体のうち上記凹
所の近傍部位に当該凹所に収納可能に連結されることから、情報端末機における画像表示
装置の非使用時には、光学部材を、上記凹所に収納することができ、その結果、画像表示
装置の非使用時における情報端末機の構成をより一層コンパクトにし得る。
　さらに、上述のように、画像光出射手段及び走査手段が、端末機本体に内蔵され、一方
、光学部材が端末機本体にその外部から連結されることから、使用者の顔の側面に押し当
てて使用される携帯電話機のような情報端末機において、光学部材を、使用者の眼の近く
に位置するように電気的な接続なしで配設することができる。
【００１０】
　また、本発明は、請求項２の記載によれば、請求項１に記載の携帯型情報端末機におい
て、光学部材の上記反射面は、上記走査光を人の眼に向けて集光するように形成されてい
ることを特徴とする。
【００１１】
　これによれば、請求項１に記載の発明の作用効果を達成し得るのは勿論のこと、光学部
材が、その反射面にて、端末機本体の前壁の一部を通し走査手段に対向するように位置す
るとき、走査光は人の眼に向けて集光され得る。
【００１２】
【００１３】
【００１４】
【００１５】
【００１６】
　また、本発明は、請求項３の記載によれば、請求項１或いは２に記載の携帯型情報端末
機において、
　端末機本体は、スピーカ（２０ｃ）を有する第１本体部（２０）と、マイクロホン（１
０ｆ）を有する第２本体部であって第１本体部に対し折りたたみ軸（Ｓ）を介し折りたた
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み可能に連結されて当該第１本体部から延出する第２本体部（１０）とを具備している。
【００１７】
　また、画像光出射手段は第１本体部に内蔵されており、
　走査手段は、第１本体部に内蔵されて、画像光出射手段からの上記画像光を上記走査光
として第１本体部の前壁（２１）の一部（２１ｂ、２１ｃ）を通し外部に出射するように
なっており、
　光学部材は、第２本体部にその外部から連結されて、上記反射面にて走査手段から上記
走査光を入射されるようになっていることを特徴とする。
【００１８】
　このように、走査手段及び画像光出射手段が第１本体部に内蔵され、光学部材が第２本
体部にその外部から連結される構成とし、走査手段が、画像光出射手段からの上記画像光
を上記走査光として第１本体部の前壁の一部を通し外部に出射し、光学部材が、その反射
面にて走査手段から上記走査光を入射されることで、請求項１或いは２に記載の発明の作
用効果をより一層具体的に達成し得る。
【００１９】
　また、本発明は、請求項４の記載によれば、請求項１或いは２に記載の携帯型情報端末
機において、
　端末機本体は、スピーカ（２０ｃ）を有する第１本体部（２０）と、マイクロホン（１
０ｆ）を有して第１本体部に対し折りたたみ軸（Ｓ）を介し折りたたみ可能に連結される
第２本体部（１０）とを具備しており、
　画像光出射手段は第２本体部に内蔵されており、
　走査手段は、第２本体部に内蔵されて、画像光出射手段からの上記画像光を上記走査光
として第２本体部の前壁（１１）の一部（１１ａ）を通し外部に出射するようになってお
り、
　光学部材は、第２本体部にその外部から連結されて、走査手段から上記走査光を上記反
射面に入射されるようになっていることを特徴とする。
【００２０】
　このように、走査手段及び画像光出射手段が第２本体部に内蔵され、光学部材が第２本
体部にその外部から連結される構成とし、走査手段が、画像光出射手段からの上記画像光
を上記走査光として第２本体部の前壁の一部を通し外部に出射し、光学部材が、その反射
面にて走査手段から上記走査光を入射されることで、請求項１或いは２に記載の発明の作
用効果をより一層具体的に達成し得る。
【００２１】
　また、本発明は、請求項５の記載によれば、請求項３或いは４に記載の携帯型情報端末
機において、第２本体部は、その外部から光学部材を収容する凹所（１４、１７、１８、
１９）を設けてなり、
　光学部材は、第２本体部のうち上記凹所の近傍部位（１４ａ、１７ａ、１８ａ、１９ａ
）に当該凹所に収納可能に連結されていることを特徴とする。
【００２２】
　これにより、当該情報端末機における画像表示装置の非使用時に、光学部材が第２本体
部の凹所に収納されることで、請求項３或いは請求項４に記載の発明の作用効果にあわせ
て、当該情報端末機の画像表示装置の非使用時における構成がより一層コンパクトにされ
得る。
【００２３】
　また、本発明は、請求項６の記載によれば、請求項１～３のいずれか１つに記載の携帯
型情報端末機において、
　端末機本体は、通信を行うためのアンテナ（１０ｅ）を備えており、
　画像光出射手段及び走査手段は、端末機本体に、アンテナとは反対側にて内蔵されてい
ることを特徴とする。
【００２４】
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　これにより、請求項１～３のいずれか１つに記載の発明の作用効果を達成し得るのは勿
論のこと、当該情報端末機をより一層コンパクトに構成し得る。
【００２５】
　また、本発明は、請求項７の記載によれば、請求項５に記載の携帯型情報端末機におい
て、
　上記凹所は、第２本体部のうち折りたたみ軸の端部側部位に設けられており、
　光学部材は、第２本体部のうち折りたたみ軸の上記端部側部位に対応する上記凹所の近
傍部位に当該凹所に収納可能に連結されており、
　画像光出射手段及び走査手段は、第１本体部のうち折りたたみ軸の上記端部側部位と同
一側部位内に内蔵されていることを特徴とする。
【００２６】
　これにより、上記凹所、光学部材、画像光出射手段及び走査手段が情報端末機のうち折
りたたみ軸の上記端部側部位に設けられることとなる。その結果、請求項５に記載の発明
の作用効果を達成し得るのは勿論のこと、情報端末機の従来の構成をそのまま維持しつつ
当該情報端末機を容易に製造し得る。
【００２７】
　また、本発明は、請求項８の記載によれば、請求項３～７のいずれか１つに記載の携帯
型情報端末機において、
　第１本体部は、表示パネル（２０ｂ）と、この表示パネルの画像表示を制御する制御手
段（３０ｂ）とを有しており、
　前記光学部材の前記画像に対する解像度は、前記表示パネルの解像度よりも高いことを
特徴とする。
【００２８】
　これにより、請求項３～７のいずれか１つの記載の発明の作用効果の達成にあわせ、光
学部材による反射面の走査光に対する反射でもって使用者の眼の網膜に結像表示される２
次元状画像が表示パネルの表示画像よりもきれいにみえるという作用効果が達成され得る
。　
【００２９】
　また、本発明は、請求項９の記載によれば、請求項８に記載の携帯型情報端末機におい
て、
　制御手段は、表示パネルによる表示と画像表示装置による上記画像の表示とを相互に切
り換える切り換え手段（１０ｃ）を備えることを特徴とする。
【００３０】
　これにより、請求項８に記載の発明の作用効果の達成にあわせて、切り換え手段の切り
換えでもって、表示パネルによる表示及び画像表示装置による上記画像の表示のいずれか
が確保され得る。なお、切り換え手段は、切り換えスイッチに限ることなく、所定解像度
以上のデータの存在をもとに、画像表示装置による上記画像の表示に切り換える手段であ
ってもよい。
【００３１】
　また、本発明は、請求項１０の記載によれば、請求項１、５或いは７に記載の携帯型情
報端末機において、
　光学部材は、上記反射面を上記凹所内に向けて収納されるように当該凹所の近傍部位に
連結されていることを特徴とする。
【００３２】
　これにより、光学部材が上記凹所内に収納されたとき、当該光学部材の反射面は上記凹
所内に位置することとなる。その結果、請求項１、５或いは７に記載の発明の作用効果の
達成にあわせ、光学部材の反射面の汚れや損傷を防止できる。
【００３３】
　また、本発明は、請求項１１の記載によれば、請求項１～１０のいずれか１つに記載の
携帯型情報端末機において、
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　光学部材は、上記反射面を覆う光透過部（４２ａ）を備えていることを特徴とする。
【００３４】
　このように、上記反射面が光透過部でもって覆われているため、当該光透過部が汚れて
も、この光透過部をその表面から直接拭くだけで、上記反射面をすぐにきれいにし得る。
【００３５】
　また、本発明は、請求項１２の記載によれば、請求項１～１１のいずれか１つに記載の
携帯型情報端末機において、
　光学部材は、上記反射面を有するハーフミラーであり、
　当該ハーフミラーは、その反射面にて上記走査光を反射するようにして光路変更するこ
とを特徴とする。
【００３６】
　これにより、請求項１～１１のいずれか１つに記載の発明の作用効果の達成にあわせ、
当該ハーフミラーを通して前方の現実の景色を見つつ、上記２次元状画像を当該ハーフミ
ラーの反射面にて視認し得る。
【００３７】
　また、本発明は、請求項１３の記載によれば、請求項１～１２のいずれか１つに記載の
携帯型情報端末機において、
　画像光出射手段は、光源として、コヒーレント光発生源を備えて、通信手段で受信する
情報に基づきコヒーレント光発生源から上記２次元状画像に対応するコヒーレント光を、
上記画像光として出射するようにしたことを特徴とする。
【００３８】
　これにより、上記走査光がコヒーレント光となり、その結果、このコヒーレント光のコ
ヒーレント性を利用することで、当該コヒーレント光を離れた位置まで直進性よく導くこ
とができ、その結果、請求項１～１２のいずれか１つに記載の発明の作用効果をより一層
向上し得る。
【００３９】
【００４０】
【００４１】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示すものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下、本発明の各実施形態を図面により説明する。
（第１実施形態）
　図１は、本発明を携帯型情報端末機の１つである携帯電話機に適用した例を示しており
、当該携帯電話機は、電話機本体Ａと、画像表示装置Ｂとにより構成されている。なお、
本第１実施形態において、当該携帯電話機の左右はこの携帯電話機の図１にてその後壁側
から見る状態で決めるものとする。
【００４３】
　電話機本体Ａは、図１にて示すごとく、操作側本体部１０及び表示側本体部２０により
構成されている。操作側本体部１０は、表示側本体部２０に折りたたみ軸Ｓ（図３参照）
を軸として折りたたみ可能に連結されて表示側本体部２０から延出しており、当該操作側
本体部１０は、ケーシング部材１０ａ及び複数の押しボタン式入力キースイッチ１０ｂ及
び押しボタン式切り換えスイッチ１０ｃを備えている。
【００４４】
　複数の入力キースイッチ１０ｂは、図１にて示すごとく、ケーシング１０ａの前壁１１
に配設されており、これら入力キースイッチ１０ｂは、当該携帯電話機にその本来の作動
（以下、携帯電話作動ともいう）を行わせるために操作される。
【００４５】
　切り換えスイッチ１０ｃは、当該携帯電話機において上記携帯電話作動と画像表示装置
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Ｂの表示作動（以下、画像表示作動ともいう）との間の切り換えのために用いられるもの
で、この切り換えスイッチ１０ｃは、ケーシング１０ａの図１にて図示側壁１２（右側壁
１２）の上部に押動可能に配設されている。しかして、当該切り換えスイッチ１０ｃは、
当該携帯電話機における作動を上記携帯電話作動と上記画像表示作動との間で相互に切り
換えるとき、この切り換え毎に押動操作される。
【００４６】
　また、操作側本体部１０は、図２にて示すごとく、通信機１０ｄ及びロッド状通信アン
テナ１０ｅを備えており、通信機１０ｄは、ケーシング部材１０ａに内蔵されている。通
信アンテナ１０ｅは、図１及び図３から分かるように、ケーシング部材１０ａの後壁１３
の右端側上部内に上下方向に出し入れ可能に収納されている。
【００４７】
　しかして、通信機１０ｄは、コントローラ３０ｂ（図２参照）による制御のもと、通信
アンテナ１０ｅを介する受信情報をコントローラ３０ｂに入力し、また、コントローラ３
０ｂからの出力情報を通信アンテナ１０ｅから送信する。なお、図１及び図３にて、符号
１０ｆはマイクロホンを示す。
【００４８】
　表示側本体部２０は、図１にて示すごとく、ケーシング部材２０ａ及び液晶パネル２０
ｂを備えている。液晶パネル２０ｂは、ケーシング部材２０ａの前壁２１にその中央開口
部２１ａから嵌装されている。ここで、当該液晶パネル２０ｂは、その表示面にて、前壁
２１の中央開口部２１ａから外方に露呈している。なお、図１及び図３にて、符号２０ｃ
は、スピーカを示す。
【００４９】
　また、電話機本体Ａは、図２にて示す制御回路Ｃを備えており、この制御回路Ｃは、ケ
ーシング部材１０ａに内蔵されている。当該制御回路Ｃは、上記携帯電話作動及び上記画
像表示作動を制御するもので、この制御回路Ｃは、電池３０、電源管理回路３０ａ、コン
トローラ３０ｂ、メモリ３０ｃ及び各駆動回路３０ｄ～３０ｇを備えている。
【００５０】
　電源管理回路３０ａは、電池３０の電力容量を管理するもので、この電源管理回路３０
ａは、当該携帯電話機の電源オフ操作のない限り、電池３０の電力容量の正常状態にて、
電池３０からコントローラ３０ｂその他の素子へ給電させる。
【００５１】
　コントローラ３０ｂは、切り換えスイッチ１０ｃの押動操作のもと、当該携帯電話機の
動作において、上記携帯電話作動或いは上記画像表示作動を行うように制御する。しかし
て、当該コントローラ３０ｂは、上記携帯電話作動では、複数の入力キースイッチ１０ｂ
の入力操作、通信機１０ｄの受信情報やメモリ３０ｃの記憶情報等に基づきマイクロホン
１０ｆ、スピーカ１０ｅや液晶パネル２０ｂの駆動等の制御を行う。
【００５２】
　また、コントローラ３０ｂは、上記画像表示作動では、外部からの２次元状画像に対応
する映像信号を画像処理し当該２次元状画像のフレーム毎に画像処理駆動信号として発生
し、上記映像信号の２次元状画像の各フレームの水平ライン毎に水平同期信号を発生する
とともに各フレーム毎に垂直同期信号を発生し、２次元状画像の各フレーム毎にピント調
整のためのピント調整信号を発生する。
【００５３】
　メモリ３０ｃは、コントローラ３０ｂによる制御のもと、情報の書き込み或いは読み出
しを行う。駆動回路３０ｄは、コントローラ３０ｂによる制御のもと、液晶パネル２０ｂ
を表示駆動する。
【００５４】
　駆動回路３０ｅは、コントローラ３０ｂからの画像処理駆動信号に基づき、レーザダイ
オード５０（図２及び図３参照）を駆動する。この駆動は、レーザダイオード５０のレー
ザ光発生部から発生するレーザ光を上記画像処理駆動信号により強度変調するようになさ



(9) JP 4337652 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

れる。
【００５５】
　駆動回路３０ｆは、コントローラ３０ｂからの水平同期信号及び垂直同期信号に基づき
、２次元スキャナ７０（図２～図４参照）を駆動する。駆動回路３０ｇは、コントローラ
３０ｂからのピント調整信号に基づき、可変焦点素子６０（図２及び図３参照）を駆動す
る。
【００５６】

　画像表示装置Ｂは、図３にて示すごとく、ケーシング部材１０ａの前壁１１に取り付け
られるハーフミラー４０並びに当該ケーシング部材１０ａに内蔵されるレーザダイオード
５０、可変焦点素子６０及び２次元スキャナ７０を備えている。
【００５７】
　まず、ケーシング部材１０ａの前壁１１に対するハーフミラー４０の取り付け構成につ
いて、図１及び図３を参照して説明する。ケーシング部材１０ａは、その前壁１１にて、
凹所１４を有しており、この凹所１４は、図１にて示すごとく、当該前壁１１の左端部に
沿い、ケーシング部材１０ａの底壁１５側から上壁１６側にかけて、ケーシング部材１０
ａの内部に向け凹状となるように長手状に形成されている。なお、当該上壁１６は、透光
性部材でもって形成されている。
【００５８】
　ハーフミラー４０は、その基端部４１にて、凹所１４の図３にて図示下部に軸１４ａに
より図示時計方向或いは反時計方向に回動可能に支持されており、このハーフミラー４０
は、ケーシング部材１０ａの凹所１４内に、図３にて図示二点鎖線で示すごとく、収納さ
れるようになっている。ここで、当該ハーフミラー４０の表面４２は、図３にて破線で示
すごとく、ハーフミラー４０の裏面に向けて凹となるように楕円曲面状に形成されている
。
【００５９】
　しかして、当該ハーフミラー４０は、その表面４２にて、入射走査レーザ光（後述する
）を反射する。本第１実施形態では、ハーフミラー４０の表面４２を、以下、反射面４２
ともいう。また、ハーフミラー４０にその裏面側から入射する光は、当該ハーフミラー４
０を透過して反射面４２から出射する。
【００６０】
　レーザダイオード５０及び可変焦点素子６０は、図３にて示すごとく、ケーシング部材
１０ａ内にて、凹所１４の底壁１４ｂの背後に配設されている。レーザダイオード５０は
、光源として採用されているもので、このレーザダイオード５０は、レーザ光発生部を有
している。しかして、当該レーザダイオード５０は、そのレーザ光発生部にて、コントロ
ーラ３０ｂからの画像処理駆動信号に基づき駆動回路３０ｅにより駆動されてレーザ光（
コヒーレント光）を発生するとともに、このレーザ光にて上記画像処理駆動信号により強
度変調されて強度変調レーザ光として可変焦点素子６０に向けて出射する。
【００６１】
　可変焦点素子６０は、可変焦点レンズ（図示しない）及び反射ミラー（図示しない）を
有している。上記可変焦点レンズは、コントローラ３０ｂからのピント調整信号に基づき
駆動回路３０ｇにより駆動される。この駆動は、当該可変焦点レンズの厚さ、換言すれば
、当該可変焦点レンズの焦点を、上記ピント調整信号に応じて当該可変焦点レンズの光軸
方向において変化させるようになされる。このことは、上記可変焦点レンズの焦点距離が
、上記ピント調整信号に応じて当該可変焦点レンズの光軸方向において変化することを意
味する。
【００６２】
　しかして、当該可変焦点レンズは、コントローラ３０ｂからのピント調整信号に基づき
駆動回路３０ｇにより駆動されて、その焦点距離の変化に応じて、レーザダイオード５０
からの強度変調レーザ光を上記反射ミラーの反射面に向けて出射する。
【００６３】
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　上記反射ミラーは、その反射面にて、上記可変焦点レンズの焦点距離の変化に応じ当該
可変焦点レンズから強度変調レーザ光を入射されて、この入射強度変調レーザ光を、ケー
シング部材１０ａの上壁１６及びケーシング部材２０ａの底壁２２の各開口部（図示しな
い）を通して、２次元スキャナ７０に向けて反射する。なお、当該底壁２２は、透光性部
材でもって形成されている。
【００６４】

　２次元スキャナ７０は、図３及び図４にて示すごとく、ケーシング部材２０ａ内下部に
傾斜状に配設されている。この２次元スキャナ７０は支持板７１を備えており、この支持
板７１は、図４にて示すごとく、ケーシング部材２０ａ内にて、その前壁２１及び後壁２
３の各対応部位により傾斜状に支持されている。
【００６５】
　また、２次元スキャナ７０は、図４にて示すごとく、環状基台７２、反射板７３及び透
明カバー７４を備えている。環状基台７２は、環状フランジ部７２ａを有しており、この
フランジ部７２ａは、支持板７１に、各ねじ７１ａの締着により支持されている。
【００６６】
　また、基台７２は、環状壁部７２ｂ及び環状揺動部材７２ｃを有しており、環状壁部７
２ｂは、フランジ部７２ａの内周縁部から同軸的に図４にて図示斜め左下方へ突出してい
る。揺動部材７２ｃは、図４にて示すごとく、環状壁部７２ｂ内に位置して、当該環状壁
部７２ｂの内周面の両対向部に両捻り弾性材料からなる連結軸７２ｄを介し支持されてい
る。
【００６７】
　換言すれば、両連結軸７２ｄは、図４にて示すごとく、揺動部材７２ｃを介し、互いに
同軸的に対向して位置し、揺動部材７２ｃを環状壁部７２ｂ内にて支持している。これに
より、揺動部材７２ｃは、環状壁部７２ｂ内にて両連結軸７２ｄの軸回り方向への捻れに
よりこの捻れ方向に揺動可能となっている。
【００６８】
　反射板７３は、図４にて示すごとく、環状揺動部材７２ｃ内に位置して、当該揺動部材
７２ｃの内周面の両対向部に両捻り弾性材料からなる両連結軸７３ａを介し支持されてい
る。換言すれば、両連結軸７３ａは、図４にて示すごとく、反射板７３を介し、互いに対
向して位置し、反射板７３を環状揺動部材７２ｃ内にて支持している。これにより、反射
板７３は、揺動部材７２ｃ内にて両連結軸７３ａの軸回り方向への捻れによりこの捻れ方
向に揺動可能となっている。
【００６９】
　ここで、両連結軸７３ａは、その軸方向にて、両連結軸７２ｄの軸方向と直交するよう
に、揺動部材７２ｃの内周面の両対向部に支持されている。従って、反射板７３の揺動方
向（以下、垂直方向ともいう）が、環状揺動部材７２ｃの揺動方向（以下、水平方向とも
いう）に対し直角となっている。
【００７０】
　また、反射板７３は、その反射面７３ｂにて、透明カバー７４の上壁７４ａを介して、
ケーシング部材２０ａの前壁２１の下部に形成した開口部２１ｂ（図３及び図４参照）を
通し外部を臨んでいる。
【００７１】
　ここで、ハーフミラー４０が図３にて図示位置にあるとき、反射板７３の反射面７３ｂ
は、透明カバー７４の上壁７４ａ及び前壁２１の開口部２１ｂを通してハーフミラー４０
の反射面４２に傾斜状に対向している。この状態にて、可変焦点素子６０においてその反
射ミラーにより反射される強度変調レーザ光は、２次元スキャナ７０の反射板７３の反射
面７３ｂに入射する。このとき、反射面７３ｂ上における入射強度変調レーザ光の入射面
積は、可変焦点素子６０による焦点距離の変化度合いに対応する。なお、透明カバー７４
は、断面コ字状のもので、この透明カバー７４は、環状壁部７２ｂを覆蓋するように基台
７２のフランジ部７２ａに装着されている。
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【００７２】
　このように構成した２次元スキャナ７０は、コントローラ３０ｂからの水平同期信号及
び垂直同期信号に基づき駆動回路３０ｆにより駆動されて、環状揺動部材７２ｃを上記水
平方向に揺動させるとともに反射板７３を上記垂直方向に揺動させる。このことは、反射
板７３が、上記水平方向及び上記垂直方向に揺動することを意味する。そして、この揺動
のもと、２次元スキャナ７０は、反射板７３の反射面７３ｂにより可変焦点素子６０から
の強度変調レーザ光を２次元状に走査し、走査レーザ光として、透明カバー７４の上壁７
４ａ及びケーシング部材２０ａの開口部２１ｂを通して外部空間に向けて出射する。
【００７３】
　ここで、ハーフミラー４０及び使用者の左眼Ｉが、図３にて図示位置にあるとき、ハー
フミラー４０の反射面４２に入射する走査レーザ光は、当該反射面４２により反射されて
左眼Ｉの瞳孔Ｉａに入射する。なお、２次元スキャナ７０による走査レーザ光の反射位置
が、図３及び図４において異なるように描かれているが、図３における走査レーザ光の反
射位置は概略的に描かれているにすぎず、図４における走査レーザ光の反射位置の方が正
しい。
【００７４】
　以上のように構成した本第１実施形態において、当該携帯電話機が、使用者の左手によ
り、図３にて示すごとく、把持されるものとする。この状態では、ハーフミラー４０がそ
の反射面４２にて使用者の左眼Ｉにその直前にて対向して位置するように、当該携帯電話
機が使用者の左手で鉛直状に把持されるものとする。このとき、使用者は、その前方をハ
ーフミラー４０を通して左眼Ｉにより視認することができる。
【００７５】
　このような状態において、切り換えスイッチ１０ｃが使用者の左手の指により押動操作
されると、コントローラ３０ｂが、当該携帯電話機の作動を上記携帯電話作動から上記画
像表示作動に切り換えるように制御する。
【００７６】
　これに伴い、コントローラ３０ｂが、外部からの２次元状画像に対応する映像信号をフ
レーム毎に画像処理して画像処理駆動信号として、順次、駆動回路３０ｅに出力し、上記
各フレーム毎に複数の水平同期信号及び垂直同期信号を駆動回路３０ｆに出力し、上記各
フレーム毎にピント調整信号を駆動回路３０ｇに出力する。
【００７７】
　上述のようにコントローラ３０ｂが画像処理駆動信号を駆動回路３０ｅに出力すると、
レーザダイオード５０は、当該駆動回路３０ｅにより駆動されて上記レーザ発生部からレ
ーザ光を発生するとともにこのレーザ光を上記画像処理駆動信号に対応するように強度変
調する。従って、レーザダイオード５０は、上述のように強度変調されるレーザ光を強度
変調レーザ光として可変焦点素子６０に向けて出射する。
【００７８】
　また、上述のようにコントローラ３０ｂが水平同期信号及び垂直同期信号を駆動回路３
０ｆに出力すると、２次元スキャナ７０は、その揺動部材７２ｃ及び反射板７３にて、水
平同期信号及び垂直同期信号に基づき当該駆動回路３０ｆにより水平方向及び垂直方向に
揺動するように駆動される。
【００７９】
　また、上述のようにコントローラ３０ｂがピント調整信号を駆動回路３０ｇに出力する
と、可変焦点素子６０は、当該ピント調整信号に基づき駆動回路３０ｇにより駆動されて
、上記可変焦点レンズの厚さにて上記ピント調整信号に対応するように調整される。この
ため、レーザダイオード５０からの強度変調レーザ光が、当該可変焦点レンズの調整厚さ
で決まる焦点距離でもって、可変焦点素子６０の上記反射ミラーにより反射されて２次元
スキャナ７０の反射板７３の反射面７３ｂに透明カバー７４の上壁７４ａを通り入射する
。
【００８０】
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　以上のように、可変焦点素子６０からの強度変調レーザ光が２次元スキャナ７０の反射
板７３に入射されるとともに、２次元スキャナ７０が、その反射板７３にて、水平方向及
び垂直方向に揺動すると、当該強度変調レーザ光は、２次元スキャナ７０によりその反射
板７３でもって２次元状に走査されて走査レーザ光として反射され、ケーシング部材２０
ａの開口部２１ｂを通り外部空間に出射してハーフミラー４０の反射面４２に入射する。
【００８１】
　すると、この反射走査レーザ光は、ハーフミラー４０によりその反射面４２にて反射さ
れて使用者の左眼Ｉの瞳孔Ｉａに入射する。このように入射した反射走査レーザ光は、左
眼Ｉの網膜に結像し２次元状画像として表示される。この際、当該２次元状画像は、ハー
フミラー４０の反射面４２上に表示されるのではなく、ハーフミラー４０よりも遠方に虚
像として大画面にて表示される。従って、使用者は、その前方をハーフミラー４０を通し
て見ながら、上記２次元状画像を良好に視認することができる。
【００８２】
　また、このような段階にて、切り換えスイッチ１０ｃが再び押動操作されると、コント
ローラ３０ｂが、当該携帯電話機の作動を上記画像表示作動から上記携帯電話作動に切り
換えるように制御する。このとき、ハーフミラー４０は使用者によってケーシング部材１
０ａの凹所１４内に収納される。
【００８３】
　このような状態では、コントローラ３０ｂが、複数の入力キースイッチ１０ｂの選択的
押動操作や通信機１０ｄによる通信アンテナ１０ｅからの受信情報等に基づき、当該携帯
電話機の上記携帯電話作動を行うように制御する。この制御に伴い、液晶パネル２０ｂが
駆動回路３０ｄにより駆動されて種々の表示情報を表示したり、通話がスピーカ２０ｃ及
びマイクロホン１０ｆでもってなされたりする。
【００８４】
　以上説明したように、本第１実施形態では、当該携帯電話機に設けた画像表示装置Ｂに
おいて、光源としてレーザダイオード５０を採用し、このレーザダイオード５０から出射
される強度変調レーザ光を可変焦点素子６０により２次元スキャナ７０に入射させるよう
にして、当該２次元スキャナ７０でもって、上記強度変調レーザ光を、直接、２次元状に
走査して走査レーザ光とするようにした。そして、この走査レーザ光をハーフミラー４０
によりその反射面４２にて反射して使用者の左眼Ｉの瞳孔Ｉａに入射させることで、当該
左眼Ｉの網膜に２次元状画像を結像表示させるようにした。
【００８５】
　これにより、２次元状の走査レーザ光の形成にあたり、光源として、レーザダイオード
５０を採用することで済むので、当該光源の外形形状をより一層小さくし得る。従って、
当該携帯電話機をより一層コンパクトに構成し得る。
【００８６】
　ここで、上述した映像信号のフレーム毎の水平同期信号の数が多い程、上記２次元状画
像の画素数が増大するので、上述のように光源の外形形状を小さくしても、上記２次元状
画像の解像度を液晶パネル２０ｂの解像度よりも高く確保でき、その結果、当該２次元状
画像を左眼Ｉの網膜においてより一層きれいに表示し得る。このことは、使用者は、その
左眼Ｉにより、当該２次元状画像をきれいに視認できることを意味する。
【００８７】
　また、使用者は、左眼Ｉにより、上記２次元状画像を視認しながら或いは当該携帯電話
機の通常使用状態（上記携帯電話作動状態）で使用しながらハーフミラー４０を通して前
方を見ることができる。従って、使用者は、歩きながらでも左眼Ｉによる前方の視界を良
好に確保しつつ、上記２次元状画像を視認したり、或いは当該帯電話機の通常使用状態で
使用することができる。
【００８８】
　また、ハーフミラー４０の反射面４２は凹面状であって、走査光を使用者の眼に集光す
る構成となっている。このとき、走査光は、網膜で結像して画像として表示される。そし



(13) JP 4337652 B2 2009.9.30

10

20

30

40

50

て、当該画像は、ハーフミラー４０を通してこのハーフミラーよりも遠方にあるかのよう
に観察される。
【００８９】
　また、上述のように、２次元スキャナ７０で２次元状に走査したレーザ光を、ケーシン
グ部材１０ａの外部に設けたハーフミラー４０に、ケーシング部材２０ａの開口部２１ｂ
から外部空間を利用して入射させて、ハーフミラー４０によりその入射走査レーザ光を左
眼Ｉに入射するようにした。
【００９０】
　ここで、ハーフミラー４０は当該携帯電話機の外部にあって広い反射面４２を有すると
ともに左眼Ｉの近くに位置するため、当該ハーフミラー４０からの反射レーザ走査光は、
当該携帯電話機の外部空間を利用して左眼Ｉに対し広い視野角でもって入射されて当該左
眼の網膜に良好に結像し得る。このことは、使用者は、その左眼Ｉでもって、上記２次元
状画像を広い視野角でもって良好に視認し得ることを意味する。
【００９１】
　また、上述のように、２次元スキャナ７０からの走査レーザ光は、当該２次元スキャナ
７０とハーフミラー４０との間の空間を利用してハーフミラー４０に入射する。従って、
当該携帯電話機において、ハーフミラー４０を使用者の左眼の近くに位置するように電気
的な接続なしで配設することができる。
【００９２】
　また、上述のように、画像表示装置Ｂはレーザ光を利用した網膜走査方式を採用してい
るため、レーザ光の直進性でもって、電話機本体Ａ内の各部品の配置がより一層容易にな
され得る。
【００９３】
　また、本第１実施形態では、ハーフミラー４０は、電気的接続構成をもたない光学部材
の１つである。従って、ハーフミラー４０の使用の際に、当該ハーフミラー４０が凹所１
４から反時計方向に回動されて図３の図示位置に容易に保持される。また、ハーフミラー
４０の非使用の際には、当該ハーフミラー４０は、図３の図示位置から上側へ時計方向に
回動されて凹所１４内に容易に収容される。
【００９４】
　このように、ハーフミラー４０はその非使用の際には凹所１４内に収容され得るので、
ハーフミラー４０の非使用時の操作側本体部１０の構成がコンパクトになるとともにハー
フミラー４０の反射面４２の汚れや損傷が防止され得る。
【００９５】
　また、本第１実施形態では、画像表示装置Ｂの各構成素子が、ハーフミラー４０を含め
、電話機本体Ａのケーシング部材１０ａの左端部に沿い位置するように設けられている。
このため、操作側本体部１０の各入力キースイッチ１０ｂを従来のままにしたままで、画
像表示装置Ｂの各構成素子を、ハーフミラー４０を含め、ケーシング部材１０ａに設ける
ことができる。その結果、当該携帯電話機が、操作側本体部１０の各入力キースイッチ１
０ｂを従来のままにしたままで、容易に製造され得る。
【００９６】
　また、本第１実施形態では、画像光表示装置Ｂがアンテナ１０ｅとは反対側にてケーシ
ング部材１０ａ、１０ｂに内蔵されているから、電話機本体Ａがコンパクトに構成され得
る。
（第２実施形態）
　図５は、本発明の第２実施形態の要部を示している。この第２実施形態においては、上
記第１実施形態にて述べた携帯電話機において、ケーシング部材２０ａは、上記第１実施
形態にて述べた開口部２１ｂに代えて、開口部２１ｃを有しており、この開口部２１ｃは
、ケーシング部材２０ａの前壁２１の上部に形成されている。
【００９７】
　本第２実施形態では、上記第１実施形態にて述べた２次元スキャナ７０は、上記第１実
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施形態とは異なり、図５にて示すごとく、ケーシング部材２０ａ内上部に傾斜状に配設さ
れており、この２次元スキャナ７０は、その透明カバー７４の上壁７４ａ（図４参照）に
て、ケーシング部材２０ａの開口部２１ｃを通し、図５にて示すごとく、図示位置にある
ハーフミラー４０の反射面４２に対向する。
【００９８】
　また、本第２実施形態においては、光学リレーレンズ系８０が、図５にて示すごとく、
ケーシング部材２０ａ内にて２次元スキャナ７０の下方に配設されており、この光学リレ
ーレンズ系８０は、上記第１実施形態にて述べたレーザダイオード５０から可変焦点素子
６０を通して出射される強度変調レーザ光を並行レーザ光に変換して２次元スキャナ７０
の反射板７３の反射面７３ｂ（図４参照）に透明カバー７４の上壁７４ａを通して入射す
る。その他の構成は上記第１実施形態と同様である。
【００９９】
　このように構成した本第２実施形態において、上記第１実施形態と同様に、ハーフミラ
ー４０がその反射面４２にて使用者の左眼Ｉにその直前にて対向して位置するように、当
該携帯電話機が使用者の左手で鉛直状に把持されるものとする。
【０１００】
　このような状態において、上記第１実施形態と実質的に同様に、２次元スキャナ７０の
反射板７３が水平方向及び垂直方向に揺動されるとともに、レーザダイオード５０からの
強度変調レーザ光が、可変焦点素子６０の可変焦点レンズの調整厚さで決まる焦点距離で
もって、可変焦点素子６０の上記反射ミラーにより反射されて光学リレーレンズ系８０を
通して２次元スキャナ７０の反射板７３の反射面７３ｂに透明カバー７４の上壁７４ａを
通り並行レーザ光として入射すると、当該並行レーザ光は、２次元スキャナ７０によりそ
の反射板７３でもって２次元状に走査されて走査レーザ光として反射され、ケーシング部
材２０ａの開口部２１ｃを通り外部空間に出射してハーフミラー４０の反射面４２に入射
する。
【０１０１】
　すると、この反射走査レーザ光は、ハーフミラー４０によりその反射面４２にて反射さ
れて使用者の左眼Ｉの瞳孔Ｉａに入射する。このように入射した反射走査レーザ光は、左
眼Ｉの網膜に結像し２次元状の画像として表示される。
【０１０２】
　従って、本第２実施形態によっても、使用者は、その前方をハーフミラー４０を通して
見ながら、上記２次元状の画像を良好に視認することができる。その他の作用効果は上記
第１実施形態と同様である。
（第３実施形態）
　図６は、本発明の第３実施形態の要部を示している。この第３実施形態では、上記第１
実施形態にて述べた画像表示装置の構成が、図６にて示すごとく変更されている。即ち、
本第３実施形態では、上記第１実施形態にて述べたハーフミラー４０、レーザダイオード
５０及び可変焦点素子６０は、ケーシング部材２０ａ内に配設され、上記第１実施形態に
て述べた２次元スキャナ７０は、光学リレーレンズ系８０ａと共に、ケーシング部材１０
ａ内に配設されている。
【０１０３】
　ハーフミラー４０は、ケーシング部材２０ａの上部内に図６にて示すごとく傾斜状に配
設されており、このハーフミラー４０は、その反射面４２（図４参照）にて、開口部２１
ｄ及び開口部２１ｅを通して外部空間を臨んでいる。ここで、開口部２１ｄは、上記第１
実施形態にて述べた開口部２１ｂに代えて、ケーシング部材２０の前壁２１のうちハーフ
ミラー４０の下側部位に形成されている。また、開口部２１ｅは、前壁２１のうち開口部
２１ｄの上側部位に形成されている。なお、上記第１実施形態にて述べた液晶パネル２０
ｂは、ケーシング部材２０ａの前壁２１のうち両開口部２１ｄ、２１ｅよりも右側部位に
位置する。
【０１０４】
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　２次元スキャナ７０は、ケーシング部材１０ａの下部内に図６にて示すごとく傾斜状に
配設されており、この２次元スキャナ７０は、透明カバー７４の上壁７４ａ（図４参照）
にて、開口部１１ａ及び開口部２１ｄを通してハーフミラー４０の反射面４２に対向して
いる。ここで、開口部１１ａは、ケーシング部材１０ａの前壁１１の上部にて、開口部２
１ｄを通し２次元スキャナ７０の透明カバー７４の上壁７４ａに対向するように形成され
ている。
【０１０５】
　レーザダイオード５０は、可変焦点素子６０と共に、ケーシング部材２０ａの下部内に
配設されており、このレーザダイオード５０は、可変焦点素子６０の直上に位置している
。このため、レーザダイオード５０は、その直下に位置する可変焦点素子６０に向けて強
度変調レーザ光を出射する。
【０１０６】
　可変焦点素子６０においては、その可変焦点レンズが、当該可変焦点素子６０の反射ミ
ラーの直上に配設されている。ここで、当該反射ミラーは、レーザダイオード５０から上
記可変焦点レンズを通し出射される強度変調レーザ光をケーシング部材２０ａの底壁２２
及びケーシング部材１０ａの上壁１６の上記各開口部を通してリレー光学レンズ系８０ａ
に向けて出射するように、傾斜状に配設されている。
【０１０７】
　リレー光学レンズ系８０ａは、ケーシング部材１０ａの上部内に配設されており、この
リレー光学レンズ系８０ａは、可変焦点素子６０から出射される強度変調レーザ光を並行
レーザ光に変換して、２次元スキャナ７０の反射板７３に透明カバー７４の上壁７４ａ（
図４参照）を通し入射する。その他の構成は、上記第１実施形態と同様である。
【０１０８】
　このように構成した本第３実施形態においては、上記第１実施形態とは異なり、ハーフ
ミラー４０がその反射面４２にてケーシング部材２０ａの開口部２１ｅを通して使用者の
左眼Ｉにその直前にて対向して位置するように、当該携帯電話機が使用者の左手で鉛直状
に把持されるものとする。
【０１０９】
　このような状態において、上記第１実施形態と実質的に同様に、２次元スキャナ７０の
反射板７３が水平方向及び垂直方向に揺動されるとともに、レーザダイオード５０からの
強度変調レーザ光が、可変焦点素子６０の可変焦点レンズの調整厚さで決まる焦点距離で
もって、可変焦点素子６０の上記反射ミラーにより反射されて光学リレーレンズ系８０ａ
を通り２次元スキャナ７０の反射板７３の反射面７３ｂに透明カバー７４の上壁７４ａを
通り並行レーザ光として入射すると、当該並行レーザ光は、２次元スキャナ７０によりそ
の反射板７３でもって２次元状に走査されて走査レーザ光として反射され、ケーシング部
材１０ａの開口部１１ａから外部空間に出射しケーシング部材２０ａの開口部２１ｄを通
りハーフミラー４０の反射面４２に入射する。
【０１１０】
　すると、この反射走査レーザ光は、ハーフミラー４０によりその反射面４２にて反射さ
れてケーシング部材２０ａの開口部２１ｅを通り使用者の左眼Ｉの瞳孔Ｉａに入射する。
このように入射した反射走査レーザ光は、左眼Ｉの網膜に結像し２次元状画像として表示
される。
【０１１１】
　従って、本第３実施形態によっても、使用者は上記２次元状画像を良好に視認すること
ができる。その他の作用効果は、上記第１実施形態と実質的に同様である。なお、ハーフ
ミラー４０に代えて、全反射ミラーを採用してもよい。
（第４実施形態）
　図７は、本発明の第４実施形態の要部を示している。この第４実施形態では、上記第１
実施形態にて述べた画像表示装置の構成が、図７にて示すごとく変更されている。即ち、
本第４実施形態では、上記第１実施形態にて述べたレーザダイオード５０及び可変焦点素
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子６０は、ケーシング部材２０ａ内に配設され、上記第１実施形態にて述べた２次元スキ
ャナ７０は、反射ミラー７０ａ及び光学リレーレンズ系８０ｂと共に、ケーシング部材１
０ａ内に配設されている。
【０１１２】
　レーザダイオード５０は、ケーシング部材２０ａの上部内に配設されており、このレー
ザダイオード５０は、図７にて図示下方に向け強度変調レーザ光を出射する。可変焦点素
子６０は、ケーシング部材２０ａ内にてレーザダイオード５０の直下に配設されている。
ここで、可変焦点素子６０の可変焦点レンズは、当該可変焦点素子６０の反射ミラーの直
上に配設されている。また、当該反射ミラーは、レーザダイオード５０から上記可変焦点
レンズを通し出射される強度変調レーザ光をケーシング部材２０ａの底壁２２及びケーシ
ング部材１０ａの上壁１６の上記各開口部を通してリレー光学レンズ系８０ｂに向けて出
射するように、傾斜状に配設されている。
【０１１３】
　リレー光学レンズ系８０ｂは、ケーシング部材１０ａの上部内に配設されており、この
リレー光学レンズ系８０ｂは、可変焦点素子６０から出射される強度変調レーザ光を並行
レーザ光に変換して、２次元スキャナ７０の反射板７３に透明カバー７４の上壁７４ａ（
図４参照）を通し入射する。
【０１１４】
　２次元スキャナ７０は、透明カバー７４の上壁７４ａ（図４参照）にて、リレー光学レ
ンズ系８０ｂ及び反射ミラー７０ａの双方に対向するように、ケーシング部材１０ａの下
部内に図７にて示すごとく配設されている。しかして、この２次元スキャナ７０は、反射
板７３によりその上記水平方向及び垂直方向への揺動のもと、リレー光学レンズ系８０ｂ
からの並行レーザ光を２次元状に走査して走査レーザ光として反射ミラー７０ａに向けて
反射する。
【０１１５】
　反射ミラー７０ａは、図７にて示すごとく、ケーシング部材１０ａ内にて２次元スキャ
ナ７０の図示左斜め上方に当該２次元スキャナ７０の反射板７３（図４参照）に平行とな
るように配設されており、この反射ミラー７０ａは、２次元スキャナ７０に対向するとと
もに、開口部１４ｃを通してハーフミラー４０の反射面４２に対向している。
【０１１６】
　しかして、反射ミラー７０ａは、２次元スキャナ７０から走査レーザ光を入射されて当
該走査レーザ光を開口部１４ｃから凹所１４を通りハーフミラー４０の反射面４２に向け
て出射する。ここで、開口部１４ｃは、ケーシング１１の凹所１４の底壁１４ｂの一部に
図７にて示すごとく形成されている。その他の構成は上記第１実施形態と同様である。
【０１１７】
　このように構成した本第４実施形態において、上記第１実施形態と同様に、ハーフミラ
ー４０がその反射面４２にて使用者の左眼Ｉにその直前にて対向して位置するように、当
該携帯電話機が使用者の左手で鉛直状に把持されるものとする。
【０１１８】
　このような状態において、上記第１実施形態と実質的に同様に、２次元スキャナ７０の
反射板７３が水平方向及び垂直方向に揺動されるとともに、レーザダイオード５０からの
強度変調レーザ光が、可変焦点素子６０の可変焦点レンズの調整厚さで決まる焦点距離で
もって、可変焦点素子６０の上記反射ミラーにより反射されて、光学リレーレンズ系８０
ｂ及び透明カバー７４の上壁７４ａを通り２次元スキャナ７０の反射板７３の反射面７３
ｂに並行レーザ光として入射すると、当該並行レーザ光は、２次元スキャナ７０によりそ
の反射板７３でもって２次元状に走査されて走査レーザ光として反射されて、反射ミラー
７０ａに出射する。
【０１１９】
　すると、当該走査レーザ光は、反射ミラー７０ａにより反射されてケーシング部材１０
ａの凹所１４の開口部１４ｃを通り外部空間に出射し、ハーフミラー４０の反射面４２に
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入射する。これに伴い、ハーフミラー４０は、その反射面４２にて、反射ミラー７０ａか
らの反射走査レーザ光を反射して使用者の左眼Ｉの瞳孔Ｉａに入射する。このように入射
した反射走査レーザ光は、左眼Ｉの網膜に結像し２次元状画像として表示される。
【０１２０】
　従って、本第４実施形態によっても、使用者は、その前方をハーフミラー４０を通して
見ながら、上記２次元状画像を良好に視認することができる。その他の作用効果は上記第
１実施形態と同様である。
（第５実施形態）
　図８及び図９は、本発明の第５実施形態の要部を示している。この第５実施形態では、
上記第１実施形態にて述べたハーフミラー４０のケーシング部材１０ａに対する取り付け
構成が、図８及び図９にて示すごとく変更されている。
【０１２１】
　ケーシング部材１０ａは、上記第１実施形態にて述べた凹所１４に代えて、図８及び図
９にて示すごとく、凹所１７を有している。この凹所１７は、図８及び図９から分かるよ
うに、ケーシング部材１０ａの後壁１３の左端部に沿い、ケーシング部材１０ａの底壁側
から上壁側にかけて、ケーシング部材１０ａの内部に向け凹状となるように長手状に形成
されている。
【０１２２】
　また、ハーフミラー４０は、その基端部４１にて、凹所１７の図９にて図示下部に軸１
７ａにより下方側へ図示時計方向或いは反時計方向に回動可能に支持されており、このハ
ーフミラー４０は、ケーシング部材１０ａの凹所１７内に、図９（ｂ）にて図示二点鎖線
で示すごとく、収納されるようになっている。その他の構成は、上記第１実施形態と同様
である。
【０１２３】
　このように構成した本第５実施形態において、使用者がその左眼Ｉでもってハーフミラ
ー４０の反射面４２を見得る状態におくときは、ハーフミラー４０は、図８及び図９（ａ
）にて示す位置に保持される。また、当該ハーフミラー４０の収納にあたっては、当該ハ
ーフミラー４０は、図８にて示す位置から図９（ａ）にて図示実線の矢印にて示すように
下方側へ時計方向に回動されて図９（ｂ）にて図示破線で示すごとく凹所１７内に収納さ
れる。
【０１２４】
　このように、ハーフミラー４０はその非使用の際には上述のごとく凹所１７内に収容さ
れ得るので、ハーフミラー４０の非使用時の操作側本体部１０がコンパクトに構成され得
る。その他の作用効果は上記第１実施形態と実質的に同様である。
（第６実施形態）
　図１０及び図１１は、本発明の第６実施形態の要部を示している。この第６実施形態で
は、上記第１実施形態にて述べたハーフミラー４０のケーシング部材１０ａに対する取り
付け構成が、図１０及び図１１にて示すごとく変更されている。
【０１２５】
　ケーシング部材１０ａは、上記第１実施形態にて述べた凹所１４に代えて、図１０及び
図１１にて示すごとく、凹所１８を有している。この凹所１８は、図１０及び図１１から
分かるように、ケーシング部材１０ａ内に向けその左壁側から後壁１３に沿い凹状に形成
されており、この凹所１８は、図１１（ａ）にて示すごとく、ケーシング部材１０ａの左
壁から外方へ開口している。
【０１２６】
　また、ハーフミラー４０は、その基端部４１にて、凹所１８の図１１（ａ）にて図示下
部に軸１８ａにより回動可能にかつ軸１８ａの軸方向に摺動可能に支持されており、この
ハーフミラー４０は、ケーシング部材１０ａの凹所１８内に、その開口側から、図１１（
ｂ）において図示二点鎖線で示すごとく、収納されるようになっている。なお、軸１８ａ
は、ハーフミラー４０の凹所１８内への収納に伴い軸方向に収縮し、当該凹所１８から引
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き出す際に軸方向に伸びるように形成されている。その他の構成は上記第１実施形態と同
様である。
【０１２７】
　このように構成した本第６実施形態において、使用者がその左眼Ｉでもってハーフミラ
ー４０の反射面４２を見得る状態におくときは、ハーフミラー４０は、図１０及び図１１
（ａ）にて図示実線で示す位置に保持される。
【０１２８】
　また、ハーフミラー４０の収納にあたっては、当該ハーフミラー４０は、軸１８ａを基
準として、図１１（ａ）にて図示実線で示す位置から図示破線で示す位置まで図示矢印方
向に回動される。然る後、当該ハーフミラー４０は、ケーシング部材１０ａの凹所１８内
にその開口側から押し込まれて、図１１（ｂ）にて図示二点鎖線で示すごとく収納される
。
【０１２９】
　このように、本第６実施形態でも、ハーフミラー４０はその非使用の際には上述のごと
く凹所１８内に収容され得るので、ハーフミラー４０の非使用時の操作側本体部１０がコ
ンパクトに構成され得る。その他の作用効果は上記第１実施形態と実質的に同様である。
（第７実施形態）
　図１２及び図１３は、本発明の第７実施形態の要部を示している。この第７実施形態で
は、上記第１実施形態にて述べたハーフミラー４０のケーシング部材１０ａに対する取り
付け構成が、図１２及び図１３にて示すごとく変更されている。
【０１３０】
　ケーシング部材１０ａは、上記第１実施形態にて述べた凹所１４に代えて、図１２及び
図１３にて示すごとく、凹所１９を有している。この凹所１９は、図１２及び図１３から
分かるように、ケーシング部材１０ａ内に向けその底壁左端部から後壁１３に沿い凹状に
形成されており、この凹所１９は、ケーシング部材１０ａの底壁から外方へ開口している
。
【０１３１】
　また、ハーフミラー４０は、その基端部４１にて、凹所１９の図１３（ａ）にて図示下
部に軸１９ａにより回動可能に支持されており、このハーフミラー４０は軸１８ａと共に
凹所１９内にその開口から収納可能となっている。しかして、当該ハーフミラー４０は、
ケーシング部材１０ａの凹所１９内にその開口側から、図１１（ｂ）にて図示二点鎖線で
示すごとく、収納されるようになっている。その他の構成は上記第１実施形態と同様であ
る。
【０１３２】
　このように構成した本第７実施形態において、使用者がその左眼Ｉでもってハーフミラ
ー４０の反射面４２を見得る状態におくときは、ハーフミラー４０は、図１２及び図１３
（ａ）にて図示実線で示す位置に保持される。
【０１３３】
　また、ハーフミラー４０の収納にあたっては、当該ハーフミラー４０は、軸１９ａを基
準として、図１２（ａ）図示実線で示す位置から図１２（ｂ）にて破線で示す位置まで図
１２（ａ）にて図示矢印方向に回動される。然る後、ハーフミラー４０は、軸１９ａと共
に、図１３（ｂ）にて図示矢印方向に向け押し込まれて図１３（ｃ）で図示破線で示すご
とく収納される。
【０１３４】
　このように、本第７実施形態でも、ハーフミラー４０はその非使用の際には上述のごと
く凹所１９内に収容され得るので、ハーフミラー４０の非使用時の操作側本体部１０がコ
ンパクトに構成され得る。その他の作用効果は上記第１実施形態と実質的に同様である。
（第８実施形態）
　図１４は、本発明の第８実施形態の要部を示している。この第８実施形態では、ハーフ
ミラー４０は、上記第７実施形態にて述べたハーフミラー４０とは異なり、図１４にて示
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すごとく、変更されている。
【０１３５】
　即ち、本第８実施形態において、当該ハーフミラー４０の反射面４２は、図１４にて示
すごとく、光透過部としてのガラス層４２ａと、このガラス層４２ａの裏面（つまり、走
査光の入射側とは反対側の面）に形成した反射膜４２ｂとでもって、構成されている。そ
の他の構成は、上記第８実施形態と同様である。
【０１３６】
　このように構成した本第８実施形態では、上述のごとく、ハーフミラー４０の反射面４
２が、ガラス層４２ａの裏面に反射膜４２ｂを形成して構成されている。従って、反射面
４２が、その表面であるガラス層４２ａにおいて汚れても、当該ガラス層２４ａの汚れを
拭くだけですぐにきれいになる。
【０１３７】
　なお、本第８実施形態では、反射膜４２ｂをガラス層４２ａの裏面に直接形成するよう
にしたが、これに限らず、当該反射膜４２ｂを、例えば、ガラス層４２ａの裏面に対向す
る部材に形成するようにしてもよい。
【０１３８】
　また、本発明の実施にあたり、上記各実施形態に限ることなく、次の種々の変形例が挙
げられる。
（１）上記各実施形態における光源は、レーザダイオード５０に限ることなく、一般的な
コヒーレント光発生源であってもよく、また、発光ダイオード等の単一の光発生源であっ
てもよい。
（２）ハーフミラー４０に代えて、非透光型凹面反射鏡を採用してもよい。
（３）ハーフミラー４０に代えて、反射型回折格子板を採用してもよい。これによれば、
当該回折格子板は、その回折格子状反射面にて上記走査レーザ光を使用者の左眼に向けて
集光するべく回折するように当該携帯電話機において設けられる。
（４）画像表示装置Ｂの各構成素子を、ハーフミラー４０を含め、当該携帯電話機の電話
機本体Ａのケーシング部材１０ａの右端部に沿い位置するように設けてもよい。これによ
っても、操作側本体部１０の各入力キースイッチ１０ｂを従来のままにしたままで、画像
表示装置Ｂの各構成素子を、ハーフミラー４０を含め、ケーシング部材１０ａに設けるこ
とができる。
【０１３９】
　その結果、当該携帯電話機が、操作側本体部１０の各入力キースイッチ１０ｂを従来の
ままにしたままで、容易に製造され得る。また、ハーフミラー４０及びこのハーフミラー
４０へのレーザ光の出射口である開口部２１ｂは、ケーシング部材１０ａの左右方向中央
部に配設してもよい。
（５）２次元スキャナ７０は、水平スキャナと、これと別体の垂直スキャナとの双方で構
成してもよい。
（６）切り換えスイッチ１０ｃによる切り換えは、表示すべき画像を液晶パネル２０によ
る表示と、画像表示装置Ｂを用いた表示とを切り換えればよく、他の動作を制限するもの
はない。よって、表示すべき画像のサイズによって切り換えるようにしてもよい。
【０１４０】
　また、画像表示装置Ｂを用いて表示しているときに、液晶パネル２０でも表示していて
もよいし、液晶パネル２０には何も表示してなくてもよく、どちらでも、使用者において
設定できるようにしてもよい。
（７）また、切り換えスイッチ１０ｃによる切り換えに代えて、当該携帯電話機に対する
呼び出しやメールの着信による切り換えを採用してもよい。例えば、テレビ電話のときに
は、液晶パネルから画像表示装置に切り換え、また、静止画や動画付きのメールのときに
は、液晶パネルから画像表示装置に切り換えるようにしてもよい。また、画像表示装置で
みているときに、当該携帯電話機に呼び出しやメールの着信があったら、画像表示装置か
ら液晶パネルに切り換えるようにしてもよい。
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【図面の簡単な説明】
【０１４１】
【図１】本発明に係る携帯型情報端末機の一例である携帯電話機の第１実施形態を示す正
面図である。
【図２】図１の携帯電話機の制御回路を示すブロック図である。
【図３】図１にて３－３線に沿う断面図である。
【図４】図３の２次元スキャナの部分破断拡大側面図である。
【図５】本発明の第２実施形態の要部を示す断面図である。
【図６】本発明の第３実施形態の要部を示す断面図である。
【図７】本発明の第４実施形態の要部を示す断面図である。
【図８】本発明の第５実施形態の要部を示す正面図である。
【図９】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ、上記第５実施形態において、ハーフミラーの凹
所内への収納過程を説明するための側面図である。
【図１０】本発明の第６実施形態の要部を示す正面図である。
【図１１】（ａ）及び（ｂ）は、それぞれ、上記第６実施形態において、ハーフミラーの
凹所内への収納過程を説明するための側面図及び正面図である。
【図１２】本発明の第７実施形態の要部を示す正面図である
【図１３】（ａ）、（ｂ）及び（ｃ）は、それぞれ、上記第７実施形態において、ハーフ
ミラーの凹所内への収納過程を説明するための各側面図である。
【図１４】図１４は、本発明の第８実施形態の要部を示す側面図である。
【符号の説明】
【０１４２】
　１０…操作側本体部、１０ｃ…切り換えスイッチ、１０ｄ…通信機、
１０ｅ…通信アンテナ、１０ｆ…マイクロホン、１１、２１…前壁、
１４、１７、１８、１９…凹所、１４ａ、１７ａ、１８ａ、１９ａ…軸、
２０…表示側本体部、２０ｂ…液晶パネル、２０ｃ…スピーカ、
２１ｂ、２１ｃ…開口部、３０ｂ…コントローラ、３０ｆ…駆動回路、
４０…ハーフミラー、４２…反射面、４２ａ…ガラス層、４２ｂ…反射膜、
５０…レーザダイオード、７０…２次元スキャナ、Ａ…電話機本体、
Ｂ…画像表示装置、Ｓ…折りたたみ軸。



(21) JP 4337652 B2 2009.9.30

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(22) JP 4337652 B2 2009.9.30

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(23) JP 4337652 B2 2009.9.30

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(24) JP 4337652 B2 2009.9.30

【図１３】 【図１４】



(25) JP 4337652 B2 2009.9.30

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平０８－１０２６９４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特許第２７２１７０９（ＪＰ，Ｂ２）　　
              特開平１１－１１９６８６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２２１４４１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０８－３２１８６３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００２－５０８８９３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－１０７５１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１２３４５０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｍ　　　１／００－１／８２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

